
ヒグマの出没状況をまとめた「クマップ」を環境政策課（総合庁舎８階）で配布中

ヒ
グ
マ
が
活
動
を
始
め
る
季
節
で
す
。
山
林
に
入
る
と
き
は
、
鈴
な
ど
の
音
が
出
る
物
を
携
帯
し
て
、
複
数
の
人
で
行
動
し
、
空
き
缶
や
ご
み
は
必
ず
持
ち
帰
り
ま
し
ょ
う
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ッ
ト
作
り
＝
６
月
５
日
㈰　

③
庭
木

の
せ
ん
定
（
ツ
ツ
ジ
類
）
＝
６
月
26

日
㈰　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

緑
の
セ
ン
タ
ー
（
神
楽
岡
公
園
）

各
20
人　

①
２
千
円　

②
２
千
５
０
０
円　

②
フ
ラ
ワ
ー
マ
ス
タ
ー　

山
本
裕
美
さ

ん

５
月
20
日
㈮
か
ら
緑
の
セ
ン
タ
ー

65
・
５
５
５
３

北
邦
野
草
園
観
察
会

嵐
山
一
周
野
草
観
察
会

６
月
４
日
㈯　

午
前
９
時
〜
12
時

集
合
場
所　

嵐
山
公
園
セ
ン
タ
ー（
鷹

栖
町
嵐
山
）　

20
人　

雨
具
・
飲
み
物
持
参

６
月
２
日
㈭
ま
で
に
嵐
山
公
園
セ

ン
タ
ー

55
・
９
７
７
９

花か

な

り
菜
里
ラ
ン
ド
自
主
講
座

家
庭
菜
園
は
じ
め
て
講
座
（
実
技
）

６
月
９
日
㈭

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

農
業
セ
ン
タ
ー
（
神
居
町
雨
紛
）

20
人
（
抽
選
）

５
月
27
日
㈮
ま
で
に
農
業
セ
ン
タ

ー

61
・
０
２
１
１

体
験
学
習
教
室

ホ
タ
ル
幼
虫
の
観
察
、
放
流

６
月
12
日
㈰　

午
前
10
時
〜
12
時

西
神
楽
パ
ー
ク
セ
ン
タ
ー
（
西
神

楽
南
１
の
１
）

小
・
中
学
生
と
保
護
者　

20
人

５
月
24
日
㈫
か
ら
西
神
楽
パ
ー
ク

セ
ン
タ
ー

75
・
３
６
６
９

時
〜
９
時

あ
つ
ま
〜
る
（
末
広
東
２
の
９
）

各
12
人　

各
３
千
円

フ
ロ
ア
カ
ー
リ
ン
グ
教
室

　

（
全
４
回
）

６
月
４
日
〜
25
日
の
毎
週
土
曜
日

午
後
７
時
〜
９
時

あ
つ
ま
〜
る
（
末
広
東
２
の
９
）

12
人　

１
千
円

い
ず
れ
も
５
月
20
日
㈮
か
ら
あ
つ

ま
〜
る

57
・
６
０
０
０

犬
の
飼
い
方
教
室

６
月
５
日
㈰　

午
後
１
時
〜
３
時

あ
に
ま
あ
る　

25
人

家
庭
犬
指
導
士　

上
川
裕
子
さ

ん

５
月
20
日
㈮
か
ら
あ
に
ま
あ
る

25
・
５
２
７
１

旭
川
市
民
体
育
の
日（
夏
季
）

体
験
会

①
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド　

②
イ
ン
ド
ア
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ　

③
ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

６
月
19
日
㈰　

午
前
９
時
〜
12
時

①
ス
プ
レ
イ
（
豊
岡
12
の
１
）　

②
Ａあ

そ

び

ー

ば

Ｓ
Ｏ
Ｂ
Ｉ
〜
Ｂ
Ａ
（
宮
下
通
14
）

③
サ
イ
パ
ル
円
環
広
場
（
宮
前
１
の

３
）小

学
生
以
上
の
初
心
者
（
小
学
生

は
保
護
者
同
伴
）　

①
②
20
人　

③
１
０
０
人　

各
２
０
０
円

５
月
20
日
㈮
〜
６
月
13
日
㈪
に
ス

ポ
ー
ツ
課

23
・
１
９
４
４

緑
の
セ
ン
タ
ー
講
座

①
連
続
講
座
Ⅲ
（
全
３
回
）「
プ

ラ
ン
タ
ー
で
育
て
る
イ
チ
ゴ
栽
培
」

＝
６
月
４
日
㈯
、
７
月
９
日
㈯
、
８

月
20
日
㈯　

②
ハ
ン
ギ
ン
グ
バ
ス
ケ

旭
川
大
雪
ツ
ー
デ
ー
ウ
オ
ー
ク

ほ
か　

左
の
表
の
と
お
り

一
般
、
高
校
・
大
学
生
＝
１
千
円

（
当
日
は
５
０
０
円
増
し
）

※
中
学
生
以
下
無
料
。

集
合
場
所　

サ
イ
パ
ル
円
環
広
場（
宮

前
１
の
３
）

申
込
方
法　

６
月
15
日
㈬
ま
で
に
旭

川
大
雪
ツ
ー
デ
ー
ウ
オ
ー
ク
実
行
委

員
会
（
当
日
参
加
も
可
）
。
詳
細
は

問
い
合
わ
せ
を

同
実
行
委
員
会
（

０
８
０
・
６

０
７
３
・
６
３
１
１
）
、
ス
ポ
ー
ツ

課
（

23
・
１
９
４
４
）

ア
ー
チ
ェ
リ
ー
体
験
会

６
月
12
日
㈰
・
19
日
㈰　

午
前
10
時
30
分
〜
12
時　

花
咲
ス
ポ
ー
ツ
公
園
洋
弓
場
（
花

咲
町
２
）

小
学
生
以
上　

各
10
人

５
月
23
日
㈪
〜
６
月
８
日
㈬
に
公

園
緑
地
協
会

52
・
１
９
３
４

あ
つ
ま
〜
る
の
催
し

フ
ラ
ダ
ン
ス
教
室
（
全
６
回
）

６
月
４
日
〜
７
月
９
日
の
毎
週
土

曜
日　

午
後
７
時
〜
８
時
、
午
後
８

赤
十
字
救
急
法
基
礎
講
習

心
肺
そ
生
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体

外
式
除
細
動
器
）
の
使
用
法
ほ

か

６
月
12
日
㈰

午
前
９
時
〜
午
後
３
時

旭
川
赤
十
字
病
院
（
曙
１
の
１
）

15
歳
以
上

24
人　

１
千
５
０
０
円

成
績
優
秀
者
に
は
認
定
証
を
交
付

６
月
２
日
㈭
ま
で
に
日
本
赤
十
字

社
旭
川
市
地
区
（
福
祉
保
険
課
内　

25
・
６
４
２
５
）

着
衣
水
泳
体
験
教
室

水
難
事
故
か
ら
身
を
守
る
た
め
の

着
衣
水
泳
の
方
法
を
学
ぶ

６
月
22
日
㈬

午
後
６
時
45
分
〜
７
時
50
分

お
ぴ
っ
た
（
宮
前
１
の
３
）

小
学
生
以
上
で
、
身
長
１
１
０
㎝

以
上
の
方
（
大
人
可
）　

40
人

中
学
生
以
上
３
０
０
円

６
月
15
日
㈬
ま
で
に
日
本
赤
十
字

社
旭
川
市
地
区
（
福
祉
保
険
課
内　

25
・
６
４
２
５
）

普
通
救
命
講
習

心
肺
そ
生
法
、
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自
動
体

外
式
除
細
動
器
）
の
使
用
法
ほ

か

６
月
26
日
㈰　

午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分　

南
消
防
署
神
楽
出
張
所
（
神
楽
４

の
７
）

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。
公
共
交

　

通
機
関
の
ご
利
用
を
。

30
人　

講
習
後
に
修
了
証
を
交
付

５
月
23
日
㈪
の
午
前
９
時
か
ら
南

消
防
署

23
・
４
６
４
９

大
学
講
座

「
環
境
科
学
」一
般
公
開

左
の
表
の
と
お
り

時
間　

①
午
後
１
時
〜
２
時　

②
午

後
２
時
〜
３
時　

③
午
後
３
時
〜
４

時
ま
ち
な
か
市
民
プ
ラ
ザ
（
１
の
８

フ
ィ
ー
ル
旭
川
７
階
）

各
日
５
０
０
円

Ｕ
プ
ラ
ザ
（

26
・
０
３
３
８
）
、

社
会
教
育
課
（

25
・
７
１
９
０
）

５月21日㈯
①人を取り巻く環境
と人の適応と健康＝
旭川医科大学教授　
吉田貴彦さん
②環境衛生と感染症
とアレルギー＝旭川
医科大学病院医師　
吉田陽一郎さん
③環境と細胞・遺伝
子＝旭川医科大学教
授　秋田谷龍男さん

５月28日㈯ ６月４日㈯ ６月11日㈯ ６月18日㈯
①地球温暖化問題
＝旭川大学教授　
張興和さん

②低炭素社会の構
築＝旭川大学教授
張興和さん

③人が暮らす日常
生活環境から受け
る健康影響＝旭川
医科大学教授　西
條泰明さん

①地球温暖化のリ
アリティ＝北海道
教育大学准教授　
今村彰生さん
②環境生物と病原
体＝旭川医科大学
非常勤講師　吉田
逸朗さん
③大気汚染が環境
や人体におよぼす
影響＝旭川医科大
学助教　中木良彦
さん

①環境と寄生虫病
＝旭川医科大学教
授　迫　康仁さん

②森林環境が持つ
健康保養効果＝旭
川医科大学名誉教
授　中村正雄さん
③節足動物と環境
医学＝旭川医科大
学准教授　中尾　
稔さん

①生活環境におけ
る放射線＝旭川医
科大学助教　中山
理寛さん
②エネルギー・環
境問題＝旭川工業
高等専門学校准教
授　井口　傑さん
③ライフステージ
における環境問題
＝旭川医科大学教
授　伊藤俊弘さん

日

講
演
・
講
師
名

日・コース 距　離 当日受付
・スタート

７月９日㈯・
石狩川コース

5km 午前８時・
午前９時15分10km

20km 午前７時・
午前８時15分

午前８時・
午前９時

午前７時・
午前７時30分

30km
5km
10km
20km
30km

７月10日㈰・
忠別川コース
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主
な
施
設

催
　
し

子
供
・
子
育
て

福
祉
・
保
険

保
健
所

環
　
境

募
　
集

税
・
手
続
き

そ
の
他

こうほう旭川市民　2016（平成28）年●５月

児
童
扶
養
手
当
の
申
請

　

新
た
に
受
給
を
希
望
す
る
方
は
、

申
請
が
必
要
で
す
。
支
給
に
は
、
所

得
制
限
等
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

児
童
を
養
育
し
て
い
る
、
母
子
ま

た
は
父
子
家
庭
（
父
母
の
い
ず
れ
か

が
一
定
程
度
の
障
害
の
状
態
の
場
合

ま
た
は
行
方
不
明
の
場
合
等
を
含
む
）

の
母
親
・
父
親
、
ま
た
は
母
親
・
父

親
に
代
わ
っ
て
養
育
し
て
い
る
方

対
象
と
な
る
児
童
の
年
齢　

18
歳（
18

歳
の
誕
生
日
の
前
日
が
属
す
る
年
度

末
）
ま
で

申
請
先　

子
育
て
助
成
課
（
第
二
庁

舎
５
階
）
、
各
支
所

子
育
て
助
成
課

25
・
６
４
４
６

児
童
手
当
・
特
例
給
付

現
況
届
の
提
出
を

　

受
給
要
件
を
確
認
す
る
た
め
、
現

況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
提
出

が
な
い
場
合
は
、
手
当
の
支
給
を
一

時
差
し
止
め
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

提
出
方
法　

６
月
上
旬
に
送
付
す
る

届
出
用
紙
に
記
入
し
、
６
月
30
日
㈭

ま
で
に
郵
送
ま
た
は
直
接
、
子
育
て

助
成
課
（
〒
０
７
０

８
５
２
５　

７
の
10　

第
二
庁
舎
５
階
）
・
各
支

所
子
育
て
助
成
課

25
・
６
４
４
６

特
認
校（
旭
川
第
５
小
・
桜
岡

中
学
校
）の
見
学
・
授
業
参
観

　

特
認
校
と
は
、
片
道
60
分
以
内
で

通
学
が
で
き
る
等
の
条
件
を
満
た
し

て
い
れ
ば
、
通
学
区
域
外
か
ら
の
入

学
者
も
受
け
入
れ
る
、
市
教
育
委
員

会
が
定
め
た
学
校
で
す
。

６
月
13
日
㈪
・
14
日
㈫

午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

旭
川
第
５
小
・
桜
岡
中
学
校
（
東

旭
川
町
東
桜
岡
）　

見
学
や
面
談
は
随
時
受
付
け
。
来

年
度
入
学
説
明
会
は
10
月
15
日
㈯
を

予
定旭

川
第
５
小
・
桜
岡
中
学
校

　
　
　
　
　
　
　

36
・
３
４
４
１

病
後
児
保
育
の
ご
利
用
を

保
護
者
の
仕
事
な
ど
に
よ
り
家
庭

で
の
保
育
が
で
き
ず
、
保
育
所
等
で

の
集
団
生
活
も
困
難
な
病
気
回
復
期

の
子
供
の
一
時
預
か
り

月
〜
土
曜
日
の
午
前
８
時
〜
午
後

６
時
（
祝
日
、
年
末
年
始
は
休
み
）

新
旭
川
保
育
所
（
大
雪
通
７　

23
・
１
５
０
５
）

ほ
の
ぼ
の
保
育
園
（
春
光
３
の
７

53
・
４
１
０
３
）

生
後
５
か
月
〜
お
お
む
ね
小
学
３

年
生

５
時
間
以
内
＝
８
５
０
円

５
時
間
超
＝
１
千
７
０
０
円

給
食
費
＝
３
０
０
円

※
生
活
保
護
世
帯
・
前
年
度
市
町
村

　
民
税
非
課
税
世
帯
は
利
用
料
免
除
。

事
前
に
各
施
設
に
申
込
み
が
必
要

こ
ど
も
育
成
課
（

25
・
９
１
０

６
）
、
各
施
設

子
育
て
相
談（
予
約
制
）

身
体
測
定
、
育
児
・
栄
養
・
歯
科

相
談
（
当
日
の
朝
、
必
ず
体
温
を
測

っ
て
き
て
く
だ
さ
い
）

①
６
月
７
日
㈫
＝
東
地
区
体
育

セ
ン
タ
ー
（
豊
岡
２
の
５
）　

②
６
月
14
日
㈫
＝
第
二
庁
舎
３
階　

③
６
月
20
日
㈪
＝
永
山
公
民
館
（
永

山
３
の
19
）　

④
６
月
27
日
㈪
＝
神
楽
岡
地
区
セ
ン

タ
ー
（
神
楽
岡
12
の
２
）

受
付
時
間　

①
④
午
前
９
時
30
分
〜

11
時　

②
午
前
９
時
〜
11
時　

③
午

前
９
時
40
分
〜
10
時
50
分

０
歳
〜
就
学
前
の
子

５
月
20
日
㈮
か
ら
母
子
保
健
課

26
・
２
３
９
５

無
料
法
律
相
談
会

養
育
費
の
取
決
め
や
履
行
確
保
、

各
種
債
務
の
返
済
等
に
関
す
る
相
談

を
弁
護
士
が
受
付
け

５
月
25
日
㈬　

午
後
１
時
30
分
〜

３
時
30
分
（
１
人
30
分
）

と
き
わ
市
民
ホ
ー
ル
（
５
の
４
）

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
親
・
母
親
ほ

か

４
人

託
児
あ
り
。
申
込
み
が
必
要

母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ

ン
タ
ー

21
・
７
１
８
１

近
文
市
民
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

親
子
幼
児
水
泳
無
料
体
験

近
文
市
民
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー（
近

文
町
15
）　

３
〜
５
歳
児
と
保
護
者

日
程
な
ど
の
詳
細
は
問
い
合
わ
せ

を
。
別
途
施
設
利
用
料
が
必
要

近
文
市
民
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
　
　

55
・
３
２
０
０

あ
さ
ひ
か
わ
食
楽
探
検
隊
の

参
加
者
を
募
集
（
全
６
回
）

農
業
体
験
や
旭
川
産
食
材
を
使
っ

た
調
理
実
習
な
ど
を
通
し
て
、
旭
川

の
「
食
」
を
学
び
、
学
ん
だ
内
容
を

食
べ
マ
ル
シ
ェ
開
催
期
間
中
に
発
表

６
月
25
日
㈯
、
７
月
９
日
㈯
・
26

日
㈫
、
８
月
８
日
㈪
・
20
日
㈯
、
９

月
３
日
㈯
、
９
月
の
食
べ
マ
ル
シ
ェ

開
催
期
間
中
の
１
日
（
日
程
変
更
の

可
能
性
あ
り
）　

調
理
実
習
室（
第

二
庁
舎
６
階
）
ほ

か　

市
内
の
小
学
４
〜
６
年
生
（
全
６

回
の
日
程
に
参
加
で
き
る
方
）

18
人

６
月
３
日
㈮
〜
10
日
㈮
に
電
話
で

保
健
指
導
課

23
・
７
８
１
６

こ
ど
も
歯
み
が
き
教
室

講
話
、
個
別
歯
磨
き
指
導

５
月
27
日
㈮　

午
前
10
時
か

ら

健
康
相
談
室
（
第
二
庁
舎
３
階
）

３
歳
以
下
の
子
と
保
護
者

６
組

健
康
推
進
課

25
・
６
３
１
５

ぱ
く
ぱ
く
！
こ
ど
も
ご
は
ん

幼
児
食
等
の
調
理
実
習
、
講
話

６
月
27
日
㈪

午
前
10
時
30
分
〜
午
後
１
時
30
分

調
理
実
習
室
（
第
二
庁
舎
６
階
）

１
歳
半
〜
就
学
前
の
子
の
保
護
者

30
人　

３
０
０
円

託
児
あ
り
。
申
込
み
が
必
要

保
健
指
導
課

23
・
７
８
１
６

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

住
民
説
明
会

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
（
75
歳
以

上
対
象
の
健
康
保
険
）
の
保
険
料
改

定
に
つ
い
て
の
説
明
、
健
康
講
話
ほ

か

５
月
24
日
㈫　

午
後
２
時
〜
４
時

市
民
文
化
会
館
（
７
の
９
）

国
民
健
康
保
険
課

　
　
　
　
　
　
　

25
・
８
５
３
６



あにまある（ 25・5271）は、５月22日㈰、６月12日㈰・26日㈰に休日開館を行います

お
ぴ
っ
た
の
プ
ー
ル
と
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
を
６
月
22
日
㈬
〜
29
日
㈬
の
間
休
業
し
ま
す
（
６
月
26
日
㈰
は
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
の
み
運
行
）
。
体
育
館
と
会
議
室
は
通
常
ど
お
り
使
用
可
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障
害
者
に
関
す
る
制
度

ほ
か　

左
の
表
の
と
お
り

※
制
度
の
中
に
は
、
障
害
の
内
容
等

　

に
よ
り
対
象
を
限
定
す
る
も
の
や
、

　

利
用
者
の
課
税
状
況
に
よ
り
自
己

　

負
担
が
あ
る
も
の
な
ど
が
あ
り
ま

　

す
。

国
民
健
康
保
険（
国
保
）か
ら

納
入
通
知
書

　

今
年
度
の
保
険
料
納
入
通
知
書
は

６
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

特
定
健
診
・
後
期
高
齢
者
医
療
健

　

診
と
が
ん
検
診
を
併
せ
た
セ
ッ
ト

　

型
健
診

６
月
１
日
㈬
＝
北
部
住
民
セ
ン

タ
ー
（
春
光
５
の
４
）
、
６
月
２
日

㈭
＝
末
広
地
区
セ
ン
タ
ー
（
末
広
２

の
４
）

申
込
先　

旭
川
が
ん
検
診
セ
ン
タ
ー

53
・
７
１
１
１

協
会
け
ん
ぽ
等
の
他
保
険
の
家
族

（
被
扶
養
者
）
も
利
用
可

国
民
健
康
保
険
課

25
・
６
２
４

７
（
後
期
高
齢
者
医
療
健
診
は

25

・
８
５
３
６
）

認
知
症
高
齢
者
見
守
り
事
業
の

会
員
募
集

　

認
知
症
の
方
や
家
族
が
地
域
の
中

で
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
、
認

知
症
の
方
の
話
し
相
手
や
見
守
り
を

行
い
ま
す
。

依
頼
会
員
＝
40
歳
以
上
の
認
知
症

の
方
を
介
護
し
て
い
る
家
族
等
で
、

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
希
望
す
る
方

提
供
会
員
＝
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
と

し
て
、
活
動
を
希
望
す
る
方
（
講
習

会
の
参
加
が
必
要
）

１
時
間
５
０
０
円
。
以
後
30
分
ご

と
に
２
０
０
円
（
交
通
費
が
別
途
掛

か
る
場
合
あ
り
）

社
会
福
祉
協
議
会
旭
川
認
知
症
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

60
・
１
７
７
０

　
　

社
会
福
祉
事
業
振
興
補
助

　
　

の
申
請
を
受
付
け

社
会
福
祉
法
第
２
条
に
定
め
る
社

会
福
祉
事
業
、
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず

る
事
業
を
実
施
し
て
い
る
法
人
・
団

体
等

対
象
費
用
等　

１
法
人
・
団
体
等
に

つ
き
次
の
い
ず
れ
か
１
件　

備
品
購
入
・
修
繕
費
（
５
万
円
以

上
50
万
円
以
下
）　

施
設
改
修
・
修
繕
費
（
10
万
円
以

上
１
０
０
万
円
以
下
）

※
選
考
あ
り
。
費
用
の
２
分
の
１
を

　

限
度
と
し
て
補
助
。

詳
細
は

に
掲
載

６
月
30
日
㈭
ま
で
に
福
祉
保
険
課

25
・
６
３
１
２

身体障害者手帳の
交付

　障害福祉課（第二庁舎１階　　25・9855）　※印は事前に申請が必要　

　障害福祉課（第二庁舎１階　　25・9854）

　障害福祉課（第二庁舎２階　　25・6476）　※印は事前に申請が必要　

療育手帳の交付
精神障害者保健福
祉手帳の交付

移動支援事業
日中一時支援事業

障害福祉サービス

障害児通所支援
重度身体障害者等
訪問入浴サービス

特別障害者手当等
の支給

視聴覚障害者災害
時情報発信※
メール119通報※

特別児童扶養手当
の支給
自動車運転免許取
得費の助成※
自動車改造費の
助成※

障害者の総合相談
窓口

自立支援医療
（精神通院）制度
補装具費の支給※
日常生活用具の
給付※

福祉タクシー利用
料金等の助成

身体に障害がある方が福祉制度を利用する場合、身体障害者手帳の交付を受けていることが必要で
す。交付後に、障害の程度に変化があった場合は、手続きが必要です
児童相談所や心身障害者総合相談所で知的障害と判定された場合、療育手帳の交付が受けられます

一定の精神障害がある方が、申請により受けられます

目的地で介助が必要な視覚・知的障害児者、重度の肢体障害児者、精神障害児者の外出の手助けを
します
日中、障害児（者）を一時的に預かります
身体・知的・精神障害がある方、難病患者等（児童を含む）が利用できます。利用者は、サービス
の量や支給期間等を記載した受給者証の交付を受け、事業者との契約でサービスを利用します
介護給付　ホームヘルプサービス、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援　
訓練等給付　自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、グループホーム
身体・知的・精神障害（発達障害を含む）がある児童、難病の児童等に、日常生活の基本的動作や
集団への適応訓練等の支援を行います
介護保険の対象にならない重度身体障害者等に、巡回入浴車による入浴サービスを行います

重度の重複障害のため、日常生活で常時特別の介護を必要とする方や、20歳未満で重度の障害に
より、日常生活で常時介護を必要とする方に支給します　●特別障害者手当（20歳以上）＝月額
26,830円　●障害児福祉手当（20歳未満）＝月額14,600円　　所得制限等の要件あり

災害時に避難準備情報などを、ファックスや携帯電話の電子メールで受信できます
　●視覚障害１・２級　●聴覚障害２～６級
携帯電話等の電子メールを使い、消防車や救急車の出動を要請できます
　聴覚・音声・言語機能に障害がある方

心身に障害がある20歳未満の児童を養育する方に支給します
支給額　●１級＝月額51,500円　●２級＝月額34,300円　　所得制限等の要件あり
身体障害者（１～４級）が、就労や通院等を目的に普通免許を取得する場合に、費用の一部（限度
額80,000円）を助成します
重度の身体障害者（肢体不自由１・２級）が、就労や通院等を目的に、自ら所有し運転する自動車
の操縦装置等の一部を改造する場合に、費用の一部（限度額80,000円）を助成します　
　所得制限等の要件あり
あそーと（宮前１の３　おぴった１階　　73・5936、　73・5937）の相談員が、障害がある方
の悩み等の相談に助言や支援等を行います

申請により、医療費の自己負担割合が１割になる自立支援医療（精神通院）受給者証の交付が受け
られます
身体障害者手帳の交付を受けている方や難病患者等の補聴器や車椅子等の補装具の購入・修理費用
を支給します
障害がある方・難病患者等に、日常生活の利便性を高めるための用具を給付します　

軽度・中等度難聴児
への補聴器の給付※

身体障害者手帳の対象とならない18歳の誕生日が属する年度末までの軽度・中等度難聴児に補聴
器の購入費用を一部補助します

　身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方で、次のいずれかに該当する在宅の方　
●視覚障害１・２級　●下肢障害１・２級　●体幹障害１・２級　●移動障害１・２級　●内部障
害１級（心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・免疫・肝臓）　●療育手帳Ａ判定の方
助成内容　480円のチケットを28枚交付（平成28年４月～同29年５月分）

対

対

詳

詳

詳

対

他

他

他


